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会場には初 し々い緊張感と温かな空気が広がっていました。
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　3月の昭和町議会第1回定例会におい
て、令和8年度の一般会計・特別会計・
下水道事業会計の当初予算が可決され
ました。
　令和8年度の当初予算は、子育て支
援センター建設事業、学校給食費・副食
費無償化事業、子育て応援クーポン事
業などの子育て支援事業のほか、社会
保障関連の経常経費を適切に確保する
とともに、昭和玉穂中央通り線及び町道
124号線道路整備事業、総合体育館空
調設備設置及び照明LED化等事業な

ど、快適な住環境整備と公共施設の充
実のための臨時経費を盛り込む予算編
成といたしました。今年度も町民福祉の
向上と中長期的な課題への取り組みの
推進に努めます。
　令和8年度の一般会計は前年度比
7.9％増の107億237万円で、過去最高
の予算額となりました。特別会計は前年
度比1.5％増の33億7899万円となり、
総額で前年度比6.3％増の140億8136
万円となりました。

令
和
8
年
度

が

一般会計予算

107億  237万円

用 語 解 説

地方債
地方公共団体が主に公共施設の整備などの建
設事業を行うために必要な資金を、国や金融機
関などの外部から調達する借入金のことです。

基　金
特定の目的のために、財産を維持し、資金を積み
立て、または定額の資金を運用するために設け
られる資金または財産をいいます。「町の貯金
（貯蓄）」のことです。

財政調整基金
年度間の財源の不均衡を調整するための基金
で、長期的視野に立った計画的な財政運営を行
うために、財源に余裕のある年度に積立てを行
い、財源不足が生じる年度に活用するための基
金です。

一般会計は、行政運営の基本的な経費を計
上し、町の予算の約76％を占めています。

特定目的基金
特定の目的のために財産を維持し資金を積み立
てるために設置する基金です。学校建設事業に
充当する校舎建設基金、公共施設の設備事業等
に充当する公共施設整備等事業基金、都市基盤
整備基金などがあります。

決まり ました
当初 予算

前年度比 7.9％増

S h o w a  T o w n   A n n u a l  B u d g e t

令和8年度の一般会計の歳入は、全体の約50％を町税（町民税・固定資
産税等）が占めており、前年度に比べて約7％の増収見込みとなってい
ます。本年度は、町税のほか、国県支出金や寄附金等が増額になる見込
みですが、基金の取り崩しや地方債の発行などで財源を確保している財
政状況であり、今後も適切な財源確保に努めます。

歳  入
令和8年度の一般会計の歳出は、社会福祉施策を主とする民生費が
約40％で、その予算額は年々増加傾向にあります。次いで人件費を含
む総務費や教育費が多くを占めています。なお、教育費においては、
総合体育館空調設備設置工事や照明LED化等により大幅な増額と
なっています。

歳  出

※端数処理の関係上、合計数値と一致しない場合があります。

令和８年度

当初予算額 構成比
（％） 当初予算額 構成比

（％）

年度
科目

令和７年度
増減率
（％）

町 税

町　民　税

固定資産税

そ　の　他

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

譲与税及び交付金

寄 附 金

町 債

そ の 他

繰 入 金

合 計

 53億1219万9千円 49.6 49億7726万8千円 50.2 6.7

 23億8125万5千円 22.2 20億7297万1千円 20.9 14.9

 25億5772万4千円 23.9 25億4694万7千円 25.7 0.4

 3億7322万円 3.5 3億5735万円 3.6 4.4

 20億1946万9千円 18.9 19億6538万円 19.8 2.8

 9億3879万6千円 8.8 8億2090万5千円 8.3 14.4

 9億980万2千円 8.5 8億9380万2千円 9.0 1.8

 7億2千円 6.5 4億5000万2千円 4.6 55.6

 4億3270万円 4.0 2億3070万円 2.3 87.6

 2億5656万8千円 2.4 2億9633万1千円 3.0 △13.4

 1億3280万2千円 1.2 2億8168万6千円 2.8 △52.9

 107億236万8千円 100.0 99億1607万4千円 100.0 7.9
※端数処理の関係上、合計数値と一致しない場合があります。

令和８年度

当初予算額 構成比
（％） 当初予算額 構成比

（％）

年度
科目

令和７年度
増減率
（％）

民 生 費

総 務 費

教 育 費

土 木 費

衛 生 費

公 債 費

消 防 費

農林水産業費

議 会 費

そ の 他

合 計

 42億1217万1千円 39.4 39億6621万7千円 40.0 6.2

 19億9309万3千円 18.6 17億6779万6千円 17.8 12.7

 18億1207万5千円 16.9 14億9446万1千円 15.1 21.3

 9億5368万4千円 8.9 8億4981万4千円 8.6 12.2

 7億3015万8千円 6.8 7億3514万5千円 7.4 △0.7

 3億9406万円 3.7 4億6905万4千円 4.7 △16.0

 3億7359万5千円 3.5 3億9986万6千円 4.0 △6.6

 9548万2千円 0.9 9698万4千円 1.0 △1.5

 9142万3千円 0.9 8450万4千円 0.9 8.2

 4662万7千円 0.4 5223万3千円 0.5 △10.7

 107億236万8千円 100.0 99億1607万4千円 100.0 7.9

107億
236万8千円

歳  入

107億
236万8千円

歳  出
町税
53億1219万9千円
（49.6％）

民生費
42億1217万1千円
（39.4％）

農林水産業費
9548万2千円（0.9％）
議会費
9142万3千円（0.9％）
その他
4662万7千円（0.4%）

総務費
19億9309万3千円
（18.6％）

教育費
18億1207万5千円

（16.9%）

土木費
9億5368万4千円

（8.9％）

衛生費
7億3015万8千円

（6.8%）

公債費
3億9406万円

（3.7%）

消防費
3億7359万5千円

（3.5％）

国庫支出金
20億1946万9千円

（18.9%）

県支出金
9億3879万6千円

（8.8%）

寄附金
7億2千円
（6.5%）

譲与税及び交付金
9億980万2千円

（8.5%）

町債
4億3270万円
（4.0％）

その他
2億5656万8千円（2.4%）
繰入金
1億3280万2千円（1.2%）

町民税（22.2％）
23億8125万5千円

固定資産税（23.9%）
25億5772万4千円

その他（3.5％）
3億7322万円

町税内訳
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●文化協会運営補助 189万円
●社会教育活動各種講座 296万円
●図書館図書資料等購入費 698万円
●図書館設備工事 2796万円

●ホタル愛護活動 6万円
●文化財保護費 3036万円
●町スポーツ協会補助 400万円
●みんなのスポーツ推進協議会補助 90万円
●温水プール運営費 9704万円
●総合体育館運営費 1951万円
●総合体育館照明LED化及びアリーナ床改修工事 1億4698万円

●総合体育館空調設備設置工事 2億5301万円
●釜無公園管理費 338万円
●釜無公園管理棟設備等改修工事 1491万円

●防犯対策事業 17万円
●小中学校町単教員雇用 902万円
●小中学校教育指導員雇用 1億89万円
●小中学校英語指導（外国人講師） 2218万円
●学校給食費助成金 1007万円
●学校給食費無償化事業 1億669万円
●ICT環境整備事業 7121万円
●青少年海外派遣事業補助金 360万円
●青少年対策関係 401万円

かなこころと文化を育むまちづくり
生涯学習社会の創造

地域の文化とスポーツの振興

子ども達への教育の充実

特別会計予算

33億7899万円
前年度比（1.5％増）

　私たちのまわりで、どのようなことにどれくらいのお金が
使われているのでしょうか。ここに主な事業とお金の使い
道を「昭和町第7次総合計画」の基本方針である6つのテー
マごとに掲載しました。
　今年度の主要事業として、子育て支援センター建設事
業、給食費・副食費無償化、子育て応援クーポン事業、昭和

玉穂中央通り線及び町道124号線道路整備事業、総合体
育館空調設備設置及び照明LED化等事業などがあります。
　全体としては、町長の掲げる『四本の柱』である「教育環
境の充実」「社会福祉の充実」「地域経済の発展」「安全・安
心なまちづくり」に重点を置いた事業内容となっておりま
す。 

と主な事業 お金の使い道
M a i n  P r o j e c t s H o w  t h e  M o n e y  I s  S p e n t

特別会計は、一般会計から切り離して、特定の事業ごと
に分けて経理を行う場合に設置される会計です。昭和
町では４つの特別会計があり、それぞれの予算額は次
のとおりです。

当初予算総額

140億8136万円
前年度比（6.3％増） 令和8年度一般会計と特別会計をあわせた当初予算総

額は、前年度比8億3666万円（6.3％）増の140億8136万
円です。一般会計は、前年度比7億8629万円（7.9％）増、
特別会計は前年度比5037万円（1.5％）増となります。

企業会計予算
　企業会計は、事業収入を主な財源として、独立採算の原則により特定の事業を経理する会計です。現金の収支の
みを把握する一般会計と異なり、その企業活動や資産状況をより正確に把握するため、発生主義会計、複式簿記を
採用しています。
　また、企業会計では、使用料収入や維持管理費などの収益的収支と、企業債・補助金による収入や施設の整備・改
修費などの資本的収支に区分されます。
　令和８年度は、次のとおり予算計上いたしました。

特　別　会　計 令和８年度
当初予算額

令和７年度
当初予算額 増減率（％）

企　業　会　計 区　　　分 令和８年度
当初予算額

令和７年度
当初予算額 増減率（％）

会　計　区　分 令和８年度
当初予算額

令和７年度
当初予算額 増減率（％）

国民 健 康 保険 特別会計

後期高齢者医療特別会計

介 護 保 険 特 別 会 計

介 護 サービス特 別 会 計

合 計

一 般 会 計

特 別 会 計

合 計

 18億3270万6千円 18億7063万5千円 △2.0

 3億40万円 2億8211万9千円 6.5

 12億1376万3千円 11億3779万円 6.7

 3212万1千円 3807万9千円 △15.6

 33億7899万円 33億2862万3千円 1.5

 107億236万8千円 99億1607万4千円 7.9

 33億7899万円 33億2862万3千円 1.5

 140億8135万8千円 132億4469万7千円 6.3

下水道事業会計

収益的収支

資本的収支

収 入 8億381万6千円 8億2578万3千円 △2.7

支 出 7億6844万円 7億5406万3千円 1.9

収 入 3億1869万7千円 3億3719万3千円 △5.5

支 出 6億823万1千円 6億2941万9千円 △3.4

●子育て支援医療費助成
（令和4年度から高校3年生まで拡大） 1億4665万円
●養育医療費助成 100万円
●重度心身障害者等医療費助成 5700万円
●加齢性難聴者補聴器購入費助成事業 90万円
●ひとり親家庭医療費助成 1750万円
●妊産婦・新生児乳幼児健診委託 2442万円
●妊産婦健康診査助成事業 144万円
●不妊治療費助成事業 100万円
●多胎妊娠妊婦健康診査助成事業 9万円
●総合健診・人間ドック・予防接種委託事業 1億5484万円

●児童手当（令和6年10月制度改正） 5億5560万円
●児童措置・児童支援事業補助 15億7577万円
●子育て支援応援クーポン 900万円
●児童館・児童センター運営費 2253万円
●次世代育成支援対策費 263万円
●子育て支援センター建設事業 1億7217万円

●子ども家庭センター運営費 36万円
●妊婦のための支援給付事業費 2365万円

●高齢者給付金 737万円
●高齢者の自立支援事業費 947万円
●障害者地域生活支援事業 2106万円
●地域活動支援センター事業 726万円
●障害児者補装具給付 660万円
●自立支援給付費 6億4962万円
●社会福祉・地域福祉事業 6070万円
●後期高齢者医療給付費負担金 1億6779万円
●介護支援事業費 1946万円

●保養施設助成事業 172万円
●ひとり親家庭福祉の充実 210万円
●国民健康保険特別会計への繰出金 1億1140万円
●後期高齢者医療特別会計への繰出金 4829万円
●介護保険特別会計への繰出金 1億7310万円
●介護サービス特別会計への繰出金 2844万円

支えあう健やかなまちづくり
健やかな暮らしを支える
保健・医療の充実

地域力の強化による
安定した暮らしの確保次代を担う子育ての支援

いきいきとした福祉社会の形成

豊
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●文化協会運営補助 189万円
●社会教育活動各種講座 296万円
●図書館図書資料等購入費 698万円
●図書館設備工事 2796万円

●ホタル愛護活動 6万円
●文化財保護費 3036万円
●町スポーツ協会補助 400万円
●みんなのスポーツ推進協議会補助 90万円
●温水プール運営費 9704万円
●総合体育館運営費 1951万円
●総合体育館照明LED化及びアリーナ床改修工事 1億4698万円

●総合体育館空調設備設置工事 2億5301万円
●釜無公園管理費 338万円
●釜無公園管理棟設備等改修工事 1491万円

●防犯対策事業 17万円
●小中学校町単教員雇用 902万円
●小中学校教育指導員雇用 1億89万円
●小中学校英語指導（外国人講師） 2218万円
●学校給食費助成金 1007万円
●学校給食費無償化事業 1億669万円
●ICT環境整備事業 7121万円
●青少年海外派遣事業補助金 360万円
●青少年対策関係 401万円

かなこころと文化を育むまちづくり
生涯学習社会の創造

地域の文化とスポーツの振興

子ども達への教育の充実

特別会計予算

33億7899万円
前年度比（1.5％増）

　私たちのまわりで、どのようなことにどれくらいのお金が
使われているのでしょうか。ここに主な事業とお金の使い
道を「昭和町第7次総合計画」の基本方針である6つのテー
マごとに掲載しました。
　今年度の主要事業として、子育て支援センター建設事
業、給食費・副食費無償化、子育て応援クーポン事業、昭和

玉穂中央通り線及び町道124号線道路整備事業、総合体
育館空調設備設置及び照明LED化等事業などがあります。
　全体としては、町長の掲げる『四本の柱』である「教育環
境の充実」「社会福祉の充実」「地域経済の発展」「安全・安
心なまちづくり」に重点を置いた事業内容となっておりま
す。 

と主な事業 お金の使い道
M a i n  P r o j e c t s H o w  t h e  M o n e y  I s  S p e n t

特別会計は、一般会計から切り離して、特定の事業ごと
に分けて経理を行う場合に設置される会計です。昭和
町では４つの特別会計があり、それぞれの予算額は次
のとおりです。

当初予算総額

140億8136万円
前年度比（6.3％増） 令和8年度一般会計と特別会計をあわせた当初予算総

額は、前年度比8億3666万円（6.3％）増の140億8136万
円です。一般会計は、前年度比7億8629万円（7.9％）増、
特別会計は前年度比5037万円（1.5％）増となります。

企業会計予算
　企業会計は、事業収入を主な財源として、独立採算の原則により特定の事業を経理する会計です。現金の収支の
みを把握する一般会計と異なり、その企業活動や資産状況をより正確に把握するため、発生主義会計、複式簿記を
採用しています。
　また、企業会計では、使用料収入や維持管理費などの収益的収支と、企業債・補助金による収入や施設の整備・改
修費などの資本的収支に区分されます。
　令和８年度は、次のとおり予算計上いたしました。

特　別　会　計 令和８年度
当初予算額

令和７年度
当初予算額 増減率（％）

企　業　会　計 区　　　分 令和８年度
当初予算額

令和７年度
当初予算額 増減率（％）

会　計　区　分 令和８年度
当初予算額

令和７年度
当初予算額 増減率（％）

国民 健 康 保険 特別会計

後期高齢者医療特別会計

介 護 保 険 特 別 会 計

介 護 サービス特 別 会 計

合 計

一 般 会 計

特 別 会 計

合 計

 18億3270万6千円 18億7063万5千円 △2.0

 3億40万円 2億8211万9千円 6.5

 12億1376万3千円 11億3779万円 6.7

 3212万1千円 3807万9千円 △15.6

 33億7899万円 33億2862万3千円 1.5

 107億236万8千円 99億1607万4千円 7.9

 33億7899万円 33億2862万3千円 1.5

 140億8135万8千円 132億4469万7千円 6.3

下水道事業会計

収益的収支

資本的収支

収 入 8億381万6千円 8億2578万3千円 △2.7

支 出 7億6844万円 7億5406万3千円 1.9

収 入 3億1869万7千円 3億3719万3千円 △5.5

支 出 6億823万1千円 6億2941万9千円 △3.4

●子育て支援医療費助成
（令和4年度から高校3年生まで拡大） 1億4665万円
●養育医療費助成 100万円
●重度心身障害者等医療費助成 5700万円
●加齢性難聴者補聴器購入費助成事業 90万円
●ひとり親家庭医療費助成 1750万円
●妊産婦・新生児乳幼児健診委託 2442万円
●妊産婦健康診査助成事業 144万円
●不妊治療費助成事業 100万円
●多胎妊娠妊婦健康診査助成事業 9万円
●総合健診・人間ドック・予防接種委託事業 1億5484万円

●児童手当（令和6年10月制度改正） 5億5560万円
●児童措置・児童支援事業補助 15億7577万円
●子育て支援応援クーポン 900万円
●児童館・児童センター運営費 2253万円
●次世代育成支援対策費 263万円
●子育て支援センター建設事業 1億7217万円

●子ども家庭センター運営費 36万円
●妊婦のための支援給付事業費 2365万円

●高齢者給付金 737万円
●高齢者の自立支援事業費 947万円
●障害者地域生活支援事業 2106万円
●地域活動支援センター事業 726万円
●障害児者補装具給付 660万円
●自立支援給付費 6億4962万円
●社会福祉・地域福祉事業 6070万円
●後期高齢者医療給付費負担金 1億6779万円
●介護支援事業費 1946万円

●保養施設助成事業 172万円
●ひとり親家庭福祉の充実 210万円
●国民健康保険特別会計への繰出金 1億1140万円
●後期高齢者医療特別会計への繰出金 4829万円
●介護保険特別会計への繰出金 1億7310万円
●介護サービス特別会計への繰出金 2844万円

支えあう健やかなまちづくり
健やかな暮らしを支える
保健・医療の充実

地域力の強化による
安定した暮らしの確保次代を担う子育ての支援

いきいきとした福祉社会の形成

豊
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●商工振興センター指定管理委託 655万円
●町商工会育成事業等補助 1576万円
●小規模事業者等事業資金利子補給 595万円
●小規模事業者持続的発展支援事業 240万円

●農道等・用水路整備関係 1411万円
●農業振興地域農地保全助成金 388万円
●ブランド米試作補助金 45万円
●生分解性マルチ普及推進事業 100万円

●峡中広域シルバー人材センター負担金 284万円
●働く婦人の家運営費 18万円
●創業者支援利子補給 20万円
●新規就農者育成総合対策事業費補助金 120万円
●農業資材物価高騰対策事業補助金 480万円

にぎわいと活力のあるまちづくり
活力ある商工業の振興

持続する都市近郊型農業の展開

可能性を高める雇用・起業の支援

●公園樹木管理委託 4120万円
●緑化を推進する生け垣作り補助 30万円
●町道植樹・緑地帯等管理委託 2232万円
●都市計画マスタープラン見直し業務 850万円
●花の植栽業務委託 173万円
●雑草処理委託 250万円

●一般家庭から出るごみや粗大ごみ等の
収集処理委託関係 9452万円

●ごみ減量化商品購入補助 51万円
●ごみ収集袋・リサイクルカレンダー作成 443万円
●ごみ・し尿処理等中巨摩広域事務組合への
負担金 1億9575万円
●太陽光発電システム設置費補助 256万円
●環境保全推進対策事業 134万円
●地下水・河川の水質検査関係 118万円
●動物管理事業 235万円
●下水道事業会計への繰出金 3億702万円

●道路新設改良事業 2141万円
●昭和玉穂中央通り線道路整備事業 1億7807万円
●町道124号線道路改良事業 1億2623万円
●道路維持・補修関係 4118万円
●橋りょう点検・修繕工事 2400万円
●赤字路線バス補助等 350万円
●高齢者タクシー利用補助事業 599万円
●県外通学学生鉄道定期券購入費補助金 120万円

快適で住み心地のよいまちづくり

計画的な土地利用と
美しい街並みづくり

環境保全対策の充実

利便性の高い道路・交通体系の確立

●議会広報作成 366万円
●議会本会議・各種委員会の議事録作成
及び検索システム管理運用 302万円
●広報しょうわ作成 922万円
●ホームページ保守管理 210万円
●男女共同参画関係 108万円
●地域人権啓発活動活性化事業 58万円

●国際交流を進める会補助金 14万円
●地域力活性化交付金 3631万円
●「ふれあい祭り」等を主催するふるさとづくり推進委員
会補助金 2652万円

●各区公会堂建設費等補助金 150万円

●情報推進費 1億3166万円
●地方公共団体情報システム標準化事業 2億392万円
●DX化推進事業 273万円
●各種職員研修負担金 31万円
●職員健康管理（定期健康診断・ストレスチェック） 400万円
●宿直業務委託 1263万円
●押原公園指定管理委託 2205万円

参画と交流のまちづくり
住民主役のまちづくりの推進

ふれあいのある地域づくりの推進

自律的で活力ある行政の確立

●交通安全対策工事関係 350万円
●各区防犯灯設置等補助金 150万円
●安全・安心のまちづくり関係経費 5万円
●乳幼児チャイルドシート貸与 92万円
●交通安全対策ヘルメット購入費補助金 60万円
●常備消防（甲府地区広域行政事務組合）
負担金 3億967万円
●退職消防団員家族等ねぎらい事業給付金 100万円
●消防団員自動車運転資格取得費補助金 9万円
●非常備消防経費 2748万円
●非常用電源購入費補助金 80万円
●救急医療センター運営・小児救急医療推進事業費等
負担金 1783万円
●＃7119運用負担金 99万円
●防災行政無線（＠InfoCanal及びJアラート）
保守 1197万円
●自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上 67万円

●河川の改良・改修関係 1750万円
●避難所防災備蓄 361万円
●消火栓設置・維持管理 640万円
●自主防災会施設等整備費補助金 255万円
●防災士資格取得促進助成 10万円
●木造住宅耐震シェルター設置補助金 24万円
●木造住宅耐震化事業補助金 575万円
●アスベスト飛散防止対策事業補助金 425万円
●ブロック塀等撤去改修改善補助金 180万円

●消費者行政活性化事業 22万円

●押原中学校教職員駐車場整備（用地購入・物件補償）
 5802万円

安心して暮らせるまちづくり
安全な暮らしの確保 災害に強いまちづくりの推進

健全な社会環境の維持

公共施設の再編の推進
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●商工振興センター指定管理委託 655万円
●町商工会育成事業等補助 1576万円
●小規模事業者等事業資金利子補給 595万円
●小規模事業者持続的発展支援事業 240万円

●農道等・用水路整備関係 1411万円
●農業振興地域農地保全助成金 388万円
●ブランド米試作補助金 45万円
●生分解性マルチ普及推進事業 100万円

●峡中広域シルバー人材センター負担金 284万円
●働く婦人の家運営費 18万円
●創業者支援利子補給 20万円
●新規就農者育成総合対策事業費補助金 120万円
●農業資材物価高騰対策事業補助金 480万円

にぎわいと活力のあるまちづくり
活力ある商工業の振興

持続する都市近郊型農業の展開

可能性を高める雇用・起業の支援

●公園樹木管理委託 4120万円
●緑化を推進する生け垣作り補助 30万円
●町道植樹・緑地帯等管理委託 2232万円
●都市計画マスタープラン見直し業務 850万円
●花の植栽業務委託 173万円
●雑草処理委託 250万円

●一般家庭から出るごみや粗大ごみ等の
収集処理委託関係 9452万円
●ごみ減量化商品購入補助 51万円
●ごみ収集袋・リサイクルカレンダー作成 443万円
●ごみ・し尿処理等中巨摩広域事務組合への
負担金 1億9575万円
●太陽光発電システム設置費補助 256万円
●環境保全推進対策事業 134万円
●地下水・河川の水質検査関係 118万円
●動物管理事業 235万円
●下水道事業会計への繰出金 3億702万円

●道路新設改良事業 2141万円
●昭和玉穂中央通り線道路整備事業 1億7807万円
●町道124号線道路改良事業 1億2623万円
●道路維持・補修関係 4118万円
●橋りょう点検・修繕工事 2400万円
●赤字路線バス補助等 350万円
●高齢者タクシー利用補助事業 599万円
●県外通学学生鉄道定期券購入費補助金 120万円

快適で住み心地のよいまちづくり

計画的な土地利用と
美しい街並みづくり

環境保全対策の充実

利便性の高い道路・交通体系の確立

●議会広報作成 366万円
●議会本会議・各種委員会の議事録作成
及び検索システム管理運用 302万円

●広報しょうわ作成 922万円
●ホームページ保守管理 210万円
●男女共同参画関係 108万円
●地域人権啓発活動活性化事業 58万円

●国際交流を進める会補助金 14万円
●地域力活性化交付金 3631万円
●「ふれあい祭り」等を主催するふるさとづくり推進委員
会補助金 2652万円

●各区公会堂建設費等補助金 150万円

●情報推進費 1億3166万円
●地方公共団体情報システム標準化事業 2億392万円
●DX化推進事業 273万円
●各種職員研修負担金 31万円
●職員健康管理（定期健康診断・ストレスチェック） 400万円
●宿直業務委託 1263万円
●押原公園指定管理委託 2205万円

参画と交流のまちづくり
住民主役のまちづくりの推進

ふれあいのある地域づくりの推進

自律的で活力ある行政の確立

●交通安全対策工事関係 350万円
●各区防犯灯設置等補助金 150万円
●安全・安心のまちづくり関係経費 5万円
●乳幼児チャイルドシート貸与 92万円
●交通安全対策ヘルメット購入費補助金 60万円
●常備消防（甲府地区広域行政事務組合）
負担金 3億967万円

●退職消防団員家族等ねぎらい事業給付金 100万円
●消防団員自動車運転資格取得費補助金 9万円
●非常備消防経費 2748万円
●非常用電源購入費補助金 80万円
●救急医療センター運営・小児救急医療推進事業費等
負担金 1783万円
●＃7119運用負担金 99万円
●防災行政無線（＠InfoCanal及びJアラート）
保守 1197万円

●自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上 67万円

●河川の改良・改修関係 1750万円
●避難所防災備蓄 361万円
●消火栓設置・維持管理 640万円
●自主防災会施設等整備費補助金 255万円
●防災士資格取得促進助成 10万円
●木造住宅耐震シェルター設置補助金 24万円
●木造住宅耐震化事業補助金 575万円
●アスベスト飛散防止対策事業補助金 425万円
●ブロック塀等撤去改修改善補助金 180万円

●消費者行政活性化事業 22万円

●押原中学校教職員駐車場整備（用地購入・物件補償）
 5802万円

安心して暮らせるまちづくり
安全な暮らしの確保 災害に強いまちづくりの推進

健全な社会環境の維持

公共施設の再編の推進
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　令和８年度の地区役員が決まりました。地区役員は、地区の皆さんの互選や推薦などで選出されます。そして、
区の行事の主催、自主防災組織の運営、区から町への要望など、私たちが暮らす地区を支えていただいています。
　今回、地区の様々な役職のうち、町から委嘱のある４役をご紹介します。町民の立場で町民の皆さんと行政と
をつないでいただく地区役員を、どうぞよろしくお願いします。

区長　　　　○野澤　初彦＊
区長代理 立川　政彦＊
 日向　　理＊
 齊藤　繁仁＊
 高橋　順也＊
土木委員 飯野　泰司＊
環境保健委員 野澤　俊博＊

区長 竹中　　洋
区長代理 名執　修巳
 五味　孝博
 深川　文久
 佐野　功名
土木委員 蘒原　愼也
環境保健委員 渡邉　　貴

区長 山本　　巌＊
区長代理 牧野　義彦＊
 五味　　隆＊
 髙野　　基＊
土木委員 前田　英伸＊
環境保健委員 五味　新二＊

区長 深沢　正道
区長代理 功刀　久士
 平出　孝史
 戸田　　豪
土木委員 深澤　益美
環境保健委員 樋口　晴將

区長　　　　○渡邉　和男
区長代理 手塚　忠彦
 金丸　博昭
 三神　智行＊
土木委員 齊藤　　伸
環境保健委員 横内　慶男

区長 永井　清司
区長代理 深澤　秀雄
 柴　　茂生
土木委員 込山哲一郎
環境保健委員 深沢　孝治

区長 黒倉　昭栄
区長代理 平賀　一貴
 深澤　明広
 米山　光一
土木委員 山本　昇一
環境保健委員 石原　陽一

区長 磯部　幸廣＊
区長代理 鈴木　和幸＊
 小林　治夫＊
土木委員 中村　　章＊
環境保健委員 山本　信児＊

区長 島津　武幸＊
区長代理 桐林　正則＊
 五味　　弘＊
土木委員 髙野　光朗＊
環境保健委員 志村　雅示＊

区長 薬袋　隆司
区長代理 油川　竜也
 髙石　　積
 石原　輝彦
土木委員 青柳　真志
環境保健委員 深澤　健二

区長　　　　◎三井　孝男
区長代理 石田　高徳
 保坂　和広
土木委員 堀内　芳雄
環境保健委員 井上　研一

区長 河西　芳彦
区長代理 髙谷竜タレス
 廣瀬はるみ
土木委員 矢野　　久
環境保健委員 保坂　良宜

敬称略　◎印…区長会長　○印…副会長　＊印…新役員
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原
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　4月1日（水）、令和8年度昭和町消防団入退団式が昭和町
総合会館で挙行されました。
　永年にわたり消防団活動に尽力された退団者の方々に
記念品が贈られるとともに、新たに消防団の担い手となっ
た新入団員が、今年も力強く宣誓を行いました。また、辞令
交付が行われたことにより、本部の体制も一新されました。
　地域防災の要として、昭和町民の皆さんのために活躍す
る消防団員をよろしくお願いします。なお、消防団では一緒
に活動する仲間を募集しています。入団、消防団に関する相
談・お問い合わせは、企画財政課までお願いします。

 階 級 名 氏　名 団　歴
元第12部部長 望月　慶介 16年
元第 5 部部長 上田　翔太 14年
元第 7 部部長 泉　　　順 11年
元第 4 部部長 荊澤　　亮 10年
前第10部部長 降矢　将里 10年
元第 6 部部長 立川日出樹   9年
前第 8 部部長 福嶋　克仁   9年
元第 4 部部長 長瀧　雄大   8年
前第 9 部部長 坂田　聡明   8年
前第11部部長 萩原　　武   8年
前第8部乙要員 跡部　浩平   6年

 所　属 氏　名
第 2 部 坂本　尚輝
第 3 部 五味　賢一
第 5 部 近藤　　凜
第 6 部 保科　智宏
第 7 部 日向　春士
第 8 部 天野　太誓
第 8 部 磯野　成希
第10部 加々本伊織
第11部 伊藤　大騎

退　団　者

入　団　者

退団者を代表して元第4部部長の長瀧 雄大さんが挨
拶し、8年にわたる消防団活動への思いを述べました。

　　　　　　　  昭和町消防団本部
（左から渡辺運転手長、篠原指導部長、笹本機長、塩澤
副団長、遠藤団長、立川副団長、伊藤指導部長、清水指
導部長）

（敬称略　団歴順）

（敬称略　所属順） 宣誓を行った天野 太誓 新入団員

問い合わせ　企画財政課　行政係　☎275‐8154 

令
和
８
年
度 

区
長
の
皆
さ
ま

町内12地区の役員紹介
昭和町消防団
令和8年度

入退団式

河東中島・紙漉阿原・築地新居・飯喰・河西・上河東・上河東二区河東中島・紙漉阿原・築地新居・飯喰・河西・上河東・上河東二区
西条一区・西条二区・清水新居・町長・副町長・西条新田・押越西条一区・西条二区・清水新居・町長・副町長・西条新田・押越
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　令和８年度の地区役員が決まりました。地区役員は、地区の皆さんの互選や推薦などで選出されます。そして、
区の行事の主催、自主防災組織の運営、区から町への要望など、私たちが暮らす地区を支えていただいています。
　今回、地区の様々な役職のうち、町から委嘱のある４役をご紹介します。町民の立場で町民の皆さんと行政と
をつないでいただく地区役員を、どうぞよろしくお願いします。

区長　　　　○野澤　初彦＊
区長代理 立川　政彦＊
 日向　　理＊
 齊藤　繁仁＊
 高橋　順也＊
土木委員 飯野　泰司＊
環境保健委員 野澤　俊博＊

区長 竹中　　洋
区長代理 名執　修巳
 五味　孝博
 深川　文久
 佐野　功名
土木委員 蘒原　愼也
環境保健委員 渡邉　　貴

区長 山本　　巌＊
区長代理 牧野　義彦＊
 五味　　隆＊
 髙野　　基＊
土木委員 前田　英伸＊
環境保健委員 五味　新二＊

区長 深沢　正道
区長代理 功刀　久士
 平出　孝史
 戸田　　豪
土木委員 深澤　益美
環境保健委員 樋口　晴將

区長　　　　○渡邉　和男
区長代理 手塚　忠彦
 金丸　博昭
 三神　智行＊
土木委員 齊藤　　伸
環境保健委員 横内　慶男

区長 永井　清司
区長代理 深澤　秀雄
 柴　　茂生
土木委員 込山哲一郎
環境保健委員 深沢　孝治

区長 黒倉　昭栄
区長代理 平賀　一貴
 深澤　明広
 米山　光一
土木委員 山本　昇一
環境保健委員 石原　陽一

区長 磯部　幸廣＊
区長代理 鈴木　和幸＊
 小林　治夫＊
土木委員 中村　　章＊
環境保健委員 山本　信児＊

区長 島津　武幸＊
区長代理 桐林　正則＊
 五味　　弘＊
土木委員 髙野　光朗＊
環境保健委員 志村　雅示＊

区長 薬袋　隆司
区長代理 油川　竜也
 髙石　　積
 石原　輝彦
土木委員 青柳　真志
環境保健委員 深澤　健二

区長　　　　◎三井　孝男
区長代理 石田　高徳
 保坂　和広
土木委員 堀内　芳雄
環境保健委員 井上　研一

区長 河西　芳彦
区長代理 髙谷竜タレス
 廣瀬はるみ
土木委員 矢野　　久
環境保健委員 保坂　良宜

敬称略　◎印…区長会長　○印…副会長　＊印…新役員

西
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一
区
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新
居
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　4月1日（水）、令和8年度昭和町消防団入退団式が昭和町
総合会館で挙行されました。
　永年にわたり消防団活動に尽力された退団者の方々に
記念品が贈られるとともに、新たに消防団の担い手となっ
た新入団員が、今年も力強く宣誓を行いました。また、辞令
交付が行われたことにより、本部の体制も一新されました。
　地域防災の要として、昭和町民の皆さんのために活躍す
る消防団員をよろしくお願いします。なお、消防団では一緒
に活動する仲間を募集しています。入団、消防団に関する相
談・お問い合わせは、企画財政課までお願いします。

 階 級 名 氏　名 団　歴
元第12部部長 望月　慶介 16年
元第 5 部部長 上田　翔太 14年
元第 7 部部長 泉　　　順 11年
元第 4 部部長 荊澤　　亮 10年
前第10部部長 降矢　将里 10年
元第 6 部部長 立川日出樹   9年
前第 8 部部長 福嶋　克仁   9年
元第 4 部部長 長瀧　雄大   8年
前第 9 部部長 坂田　聡明   8年
前第11部部長 萩原　　武   8年
前第8部乙要員 跡部　浩平   6年

 所　属 氏　名
第 2 部 坂本　尚輝
第 3 部 五味　賢一
第 5 部 近藤　　凜
第 6 部 保科　智宏
第 7 部 日向　春士
第 8 部 天野　太誓
第 8 部 磯野　成希
第10部 加々本伊織
第11部 伊藤　大騎

退　団　者

入　団　者

退団者を代表して元第4部部長の長瀧 雄大さんが挨
拶し、8年にわたる消防団活動への思いを述べました。

　　　　　　　  昭和町消防団本部
（左から渡辺運転手長、篠原指導部長、笹本機長、塩澤
副団長、遠藤団長、立川副団長、伊藤指導部長、清水指
導部長）

（敬称略　団歴順）

（敬称略　所属順） 宣誓を行った天野 太誓 新入団員

問い合わせ　企画財政課　行政係　☎275‐8154 

令
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町内12地区の役員紹介
昭和町消防団
令和8年度

入退団式
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申請受付開始！
５月20日（水）～昭和町高齢者タクシー利用助成事業

令和8年7月から利用できる

最新年度（令和8年度）の課税（非課税）証明書及び
所得証明書の交付開始日について

第12回 特別弔慰金 申請受付について

対 象 者

昭和町に住民登録のある70歳以上の方
昭和町内において、在宅で生活している方
自動車（原付・二輪車を含み、小型特殊自動車は除く。）の運転免許証
を保持していない方、または運転免許証返納を検討中の方
町税など（町民税、固定資産税、介護保険料、後期高齢者医療保険料
等）の滞納がない方

交付内容

申請方法

【例】8月に申請する場合
600円分×4枚×7か月（9月～翌年3月）＝16,800円分

１人あたりの利用券交付枚数

使用方法
●1回の乗車につき、2枚まで使用可能です。
●乗車可能なタクシー会社は山梨県タクシー協会
甲府支部の16事業所です。

●利用目的は問わず、利用可能区域は、昭和町及び
昭和町近隣市町とします。

●乗車時に『タクシー利用券綴』を提示し、利用で
きるかご確認のうえ、ご利用ください。

●利用券は切り離さず綴りのままご利用ください。
●運賃から使用する利用券分を差し引いて、超過し
た分の運賃をお支払いください。

●迎車料金・待機料金はご自身の負担となります。
　※下線部は実証実験から変更した部分です。

600円分 × 月４枚 × 月数
※月数は申請月の翌月から年度末までの合計月数です。

●利用券の有効期限は、令和9年3月31日までです。
●申請月翌月分から有効期限までの枚数をまとめて
交付します。

●交付は同一年度で1回のみです。

①申請書に必要書類を記入し、福祉介護課へ郵送またはご提出ください。（申請書類は、福祉介護課の窓口
にて配布します。町ホームページからもダウンロードできます。）

②書類確認及び審査後、ご自宅へタクシー利用券を郵送します。

問い合わせ 福祉介護課　長寿社会係　☎275-8784 請求窓口・問い合わせ 福祉介護課　☎275‐8784

問い合わせ 税務課　☎275-8265

当町では、令和8年度（令和7年中の所得）の課税（非課税）証明書及び所得証明書を次のとおり交付します。

対象者

・住民税が全額会社の給与から差し引かれている方（給与から特別徴収の方）

・住民税を納付書や口座振替で納める方（普通徴収の方）
・住民税が公的年金等から差し引かれている方（年金からの特別徴収の方）
・住民税を特別徴収と普通徴収の両方で納める方
・非課税の方（扶養されている方や住民税がかからない方）

■対象者・受給順位
　基準日において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷
病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける
人がいない場合、次の順番で先順位にあたる遺族１名が
受給できます。なお、対象となる遺族は、戦没者等の死
亡当時に、出生（子は胎児も含）していた遺族に限ります。
　①戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受
給権者

　②戦没者等の子
　③戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹（死亡当時
の生計関係等の要件により順番は前後します）

　④右記以外の戦没者等の３親等内の親族（甥姪等）
（死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有し
ていた方に限る）

■基 準 日　令和7年４月１日
■支給内容　額面27万5千円・５年償還の記名国債として
■請求期間　令和7年４月１日～令和10年３月31日
■そ の 他
　○遺族が複数いる場合、順位の高い方に支給します。
また、同順位の遺族が複数いる場合、親族間で話
し合い、代表して請求する方を決めてください。

　○請求に必要な書類は、過去の受給状況等に応じて
異なります。まずは役場福祉介護課までお問い合
わせください

　○特別弔慰金の裁定は、国、県等で審査する関係上、
申請後、8ヶ月程度を要します。

　○請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受ける
ことが出来なくなりますので、ご注意ください。

　第12回「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の受付が昨年の４月から始まっています。特別弔慰金は、今日の
我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦
没者等の遺族に支給されるものです。まだ請求されていない方は早めに手続きをお願いします。

課税（非課税）証明書の申請にあたって

交付開始日

５月12日（火）

６月10日（水）

申 請 人

申請に
必要なもの

手 数 料

発行場所

・本人及び同一世帯の者　※左記以外の場合は、委任状が必要になります。

・本人確認書類： ◯顔写真付き1点（マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等）
　　　　　　　　◯顔写真なし2点（保険証、キャッシュカード等）
・委任状（窓口来庁者が本人及び同一世帯者以外の者の場合）

・１通300円

・税務課　6番窓口

※児童手当用の課税証明書が必要な場合は、
職員に申し出てください。

税務課より
納税通知書を発送します

・固定資産税　５月上旬
・軽自動車税　５月中旬

通知が届かない場合は税務課まで連絡をお願い
します。　問い合わせ　税務課　☎275‐8265

【注意】7月1日から利用を希望される場合は、6月19日（金）までに申請を行ってください。

運転免許証なし・返納済の方

次の要件をすべて満たす方

70歳以上で 

を交付します！を交付します！タクシー利用券タクシー利用券
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申請受付開始！
５月20日（水）～昭和町高齢者タクシー利用助成事業

令和8年7月から利用できる

最新年度（令和8年度）の課税（非課税）証明書及び
所得証明書の交付開始日について

第12回 特別弔慰金 申請受付について

対 象 者

昭和町に住民登録のある70歳以上の方
昭和町内において、在宅で生活している方
自動車（原付・二輪車を含み、小型特殊自動車は除く。）の運転免許証
を保持していない方、または運転免許証返納を検討中の方
町税など（町民税、固定資産税、介護保険料、後期高齢者医療保険料
等）の滞納がない方

交付内容

申請方法

【例】8月に申請する場合
600円分×4枚×7か月（9月～翌年3月）＝16,800円分

１人あたりの利用券交付枚数

使用方法
●1回の乗車につき、2枚まで使用可能です。
●乗車可能なタクシー会社は山梨県タクシー協会
甲府支部の16事業所です。

●利用目的は問わず、利用可能区域は、昭和町及び
昭和町近隣市町とします。

●乗車時に『タクシー利用券綴』を提示し、利用で
きるかご確認のうえ、ご利用ください。

●利用券は切り離さず綴りのままご利用ください。
●運賃から使用する利用券分を差し引いて、超過し
た分の運賃をお支払いください。

●迎車料金・待機料金はご自身の負担となります。
　※下線部は実証実験から変更した部分です。

600円分 × 月４枚 × 月数
※月数は申請月の翌月から年度末までの合計月数です。

●利用券の有効期限は、令和9年3月31日までです。
●申請月翌月分から有効期限までの枚数をまとめて
交付します。

●交付は同一年度で1回のみです。

①申請書に必要書類を記入し、福祉介護課へ郵送またはご提出ください。（申請書類は、福祉介護課の窓口
にて配布します。町ホームページからもダウンロードできます。）

②書類確認及び審査後、ご自宅へタクシー利用券を郵送します。

問い合わせ 福祉介護課　長寿社会係　☎275-8784 請求窓口・問い合わせ 福祉介護課　☎275‐8784

問い合わせ 税務課　☎275-8265

当町では、令和8年度（令和7年中の所得）の課税（非課税）証明書及び所得証明書を次のとおり交付します。

対象者

・住民税が全額会社の給与から差し引かれている方（給与から特別徴収の方）

・住民税を納付書や口座振替で納める方（普通徴収の方）
・住民税が公的年金等から差し引かれている方（年金からの特別徴収の方）
・住民税を特別徴収と普通徴収の両方で納める方
・非課税の方（扶養されている方や住民税がかからない方）

■対象者・受給順位
　基準日において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷
病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける
人がいない場合、次の順番で先順位にあたる遺族１名が
受給できます。なお、対象となる遺族は、戦没者等の死
亡当時に、出生（子は胎児も含）していた遺族に限ります。
　①戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受
給権者

　②戦没者等の子
　③戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹（死亡当時
の生計関係等の要件により順番は前後します）

　④右記以外の戦没者等の３親等内の親族（甥姪等）
（死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有し
ていた方に限る）

■基 準 日　令和7年４月１日
■支給内容　額面27万5千円・５年償還の記名国債として
■請求期間　令和7年４月１日～令和10年３月31日
■そ の 他
　○遺族が複数いる場合、順位の高い方に支給します。
また、同順位の遺族が複数いる場合、親族間で話
し合い、代表して請求する方を決めてください。

　○請求に必要な書類は、過去の受給状況等に応じて
異なります。まずは役場福祉介護課までお問い合
わせください

　○特別弔慰金の裁定は、国、県等で審査する関係上、
申請後、8ヶ月程度を要します。

　○請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受ける
ことが出来なくなりますので、ご注意ください。

　第12回「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の受付が昨年の４月から始まっています。特別弔慰金は、今日の
我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦
没者等の遺族に支給されるものです。まだ請求されていない方は早めに手続きをお願いします。

課税（非課税）証明書の申請にあたって

交付開始日

５月12日（火）

６月10日（水）

申 請 人

申請に
必要なもの

手 数 料

発行場所

・本人及び同一世帯の者　※左記以外の場合は、委任状が必要になります。

・本人確認書類： ◯顔写真付き1点（マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等）
　　　　　　　　◯顔写真なし2点（保険証、キャッシュカード等）
・委任状（窓口来庁者が本人及び同一世帯者以外の者の場合）

・１通300円

・税務課　6番窓口

※児童手当用の課税証明書が必要な場合は、
職員に申し出てください。

税務課より
納税通知書を発送します

・固定資産税　５月上旬
・軽自動車税　５月中旬

通知が届かない場合は税務課まで連絡をお願い
します。　問い合わせ　税務課　☎275‐8265

【注意】7月1日から利用を希望される場合は、6月19日（金）までに申請を行ってください。

運転免許証なし・返納済の方

次の要件をすべて満たす方

70歳以上で 

を交付します！を交付します！タクシー利用券タクシー利用券

11   広報 しょうわ　令和 8 年 5 月号   ⑱



問い合わせ 昭和町子育て支援課　児童家庭係　☎267-5255

問い合わせ 昭和町立図書館　☎275-7860（直通）

副食費を引続き補助します！
　町では、これまでも保育園・こども園等に通う子どもの副食費の補助を実施してきました。
就学前の子どもを育てる保護者が安心して仕事と子育てを両立するための経済的負担の軽
減のため、令和8年4月以降も引き続き、保育園・こども園等の副食費を町が補助します！

①町内園については、各園で町に補助金の申請を行いますので、保護者の方は、4,800円を超える額のみ園
へ支払う方法となります。
②町外園については、対象世帯に通知いたしますので、申請書類に必要事項を記入していただき、指定口座へ
入金する償還方式による補助となります。（一部の園で町内園と同様の方法あり）
③認可外施設、新制度に移行していない施設については、申し出により補助申請を行っていただく方法での
補助となります。この場合は園の証明（町様式）が必要となります。

①町内在住で、認可保育園、認定こども園、新制度に移行している幼稚園
に通園している１号、２号の児童の保護者等で副食費を支払っている方。
　※副食費が免除されている場合は対象となりません。
②認可外、新制度に移行していない施設に通園している３歳から５歳児
（生年月日が令和2年４月２日から令和5年４月１日まで）の保護者等で
副食費を支払っている方。

補助の対象となる方 補助額

１カ月あたり
4,800円を上限

補助金給付方法

平日　午前８時30分～午後５時15分

　雑誌スポンサー制度とは、指定す
る雑誌を寄贈していただき、その雑
誌の最新号のカバーや雑誌の書架
へ雑誌スポンサー名と広告を掲載
する制度のことです。
　この度、図書館サービスの向上を
図るため、昭和町立図書館において
も、雑誌スポンサーとなる法人・団
体・個人を募集いたします。
　雑誌コーナーは、図書館の中でも
大変人気なコーナーですので、沢山
の方に広告をご覧いただくことがで
き、大きな宣伝効果が期待されます。
　ご応募に関する問い合わせや制
度の詳細につきましては、町立図書
館へお問い合わせください。

昭和町立図書館へ広告を出してみませんか？
雑誌スポンサー制度を開始いたしました！

【雑誌スポンサー名・広告表示イメージ】

◯△雑誌
■■■■

●
●
●
●
●
●
●

◯△雑誌
■■■■

●
●
●
●
●
●
●

■■■■
■■■■

■■■■

●●●●●●●
●●●●●●●

表紙

書架

書架にも広告を掲載
透明の
カバー裏表紙

◯△雑誌◯△雑誌

からの寄贈となります
◯◯株式会社
こちらの雑誌は、からの寄贈となります

◯◯株式会社
こちらの雑誌は、◯◯株式会社

チラシ

からの寄贈となります
◯◯株式会社
こちらの雑誌は、

◯△雑誌

からの寄贈となります
◯◯株式会社
こちらの雑誌は、
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毎回多くの皆様にお申込みいただいております。ご希望の方はお早めにお申し込みください。

街道を歩く
（みのぶ道）

第１回
５月27日（水）

【講師】田代 孝 氏
（昭和町文化財審議会 会長）

地方病流行終息
　　30周年

第２回
6月24日（水）

【講師】小畑 茂雄 氏
（県立博物館 学芸課長）

山梨の仏像

第３回
 7月29日（水）

【講師】近藤 暁子 氏
（県立博物館 学芸幹）

富士川舟運の歴史

第４回
 9月予定（現地見学）

【場所】富士川町歴史文化館
塩の華

申し込み・問い合わせ 昭和町教育委員会　生涯学習課　☎２７５‐８６４１

　歴史や自然の調査や研究は、単に真実を明らか
にするだけでなく、私たちの社会や考え方にも影響
を与えて続けています。
　上期の歴史講座では、山梨にゆかりのある遺産、
自然、文化財について各分野で調査研究をされた
方々からお話をうかがいます。
　ご希望の方はお早めにお申し込みください。

山梨にゆかりのある  遺産、自然、文化財

歴史講座

　昭和町教育委員会では、令和７年度
に引き続き、令和８年度もオーストラ
リアへの海外派遣事業を実施します。
海外の家庭にホームステイしながら、
現地ならではの体験をしてみませんか。

昭和町青少年・一般・教職員

募集内容海外派遣事業

参加者募集
派 遣 先　オーストラリア
派遣期間　8月7日（金）～8月17日（月）全11日間
派遣内容　ホームステイ、現地での英語学習、校外学習、

シドニー市内見学など
募集定員　18名　※応募多数の場合は抽選

　　　　　　　　　　　　　　　※参加者が10名に満たない場合は中止
申込期間　5月1日（金）～5月29日（金）
受付時間　午前9時～午後5時（土日祝除く）

※詳細は昭和町ホームページをご確認ください。
対　　象　区分Ａ…昭和町内に住所を有する中学生以上 24 歳以下

（令和8年4月1日時点）の方、または就学のた
め一時的に町外に在住している方（ただし、家
族は昭和町に在住していること）

区分Ｂ…昭和町内に住所を有する甲府昭和高校在校生
※町税等の未納のある方の世帯を除く

派遣費用　43万円程度（町補助金20万円）
　　　　　※別途、空港使用料など約５万円程度の個人負担あり

申込み・問合せ　昭和町教育委員会　生涯学習課　☎ 275-8641

令和8年度  上期

25人（先着順）
※特定の回だけの受講も可能です。

無料
５月11日（月） 午前９時から
午前９時～午後５時（土日祝日除く）

定　　員

費　　用

申込開始

受付時間

午後１時 30分～午後３時
時　間

会　場

押原公園管理棟 ２階会議室
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山梨地本HPは
こちらです▶

試験区分 受付期間 １次試験又はWeb試験 ２次試験又は口述試験等

第1回一般曹候補生 3/1（日）〜5/7（木） 5/16（土）〜5/18（月） 
予備日5/19（火）

6/20（土）、6/21（日） 
予備日6/27（土）

第1回キャリア採用幹部 3/1（日）〜5/15（金）
陸：6/8（月）　 
海：6/12（金）又は6/15（月） 
空：6/15（月）

―
第1回技術曹 3/1（日）〜5/15（金）

陸：6/8（月）・9（火） 
海：6/12（金）又は6/15（月） 
空：6/15（月）

第2回2等陸・海・空士 5/1（金）〜5/24（日） 5/30（土）〜6/1（月） 
予備日6/2（火）

6/20（土）、6/21（日） 
予備日6/27（土）

第1回医科/歯科幹部 2/1（日）〜5/21（木） 6/19（金） ―
第2回幹部候補生 
一般、一般（陸音楽）、 
専門（陸）、歯科・薬剤 4/22（水）〜6/5（金） 6/13（土） 

14（日）海の飛行要員のみ
7/25（土）〜7/31（金） 
3次：海9/3（木）〜9/7（月）

第2回幹部候補曹

第3回2等陸・海・空士 6/20（土）〜7/5（日） 7/11（土）〜13（月） 
予備日7/14（火） 7/25（土）

第4回2等陸・海・空士 8/1（土）〜8/17（月） 8/22（土）〜24（月） 
予備日8/25（火） 8/29（土）

第2回一般曹候補生 7/1（水）〜9/1（火） 9/16（水）〜9/18（金）  
予備日9/19（土） 10/18（日）、10/25（日）

航空学生 7/1（水）〜8/28（金） 第1回1次：9/19（土） 
第2回1次：9/26（土）

2次：10/15（木）〜10/22（木） 
3次：海11/20（金）〜12/16（水） 
 　  空11/14（土）〜12/17（木）

防衛大学校/推薦
9/5（土）〜9/8（火）

9/19（土）・9/20（日） ―
防衛大学校/総合選抜 9/19（土） 10/24（土）・10/25（日）

第5回2等陸・海・空士 8/31（月）〜9/10（木） 9/16（水）〜9/18（金） 
予備日19（土）

10/3（土）、 
10/18（日）、10/25（日）

第2回予備自衛官補 5/23（土）〜9/10（木） 9/12（土）〜9/14（月） 
予備日9/15（火） 10/3（土）

第3回幹部候補生（注） 
一般、専門（陸） 9/1（火）〜9/25（金） 10/10（土） 11/21（土）〜11/25（水）
第3回幹部候補曹（注）
防衛医科大学校（看護） 7/1（水）〜10/2（金） 10/17（土） 12/5（土）・12/6（日）
防衛医科大学校（医学） 7/1（水）〜10/8（木） 10/24（土） 12/16（水）〜12/18（金）
第1回自衛隊奨学生 6/2（火）〜10/9（金） 11/7（土）・11/8（日）

―
第2回キャリア採用幹部 8/3（月）〜10/9（金）

陸10/30（金） 
海11/6（金）又は11/9（月） 
空11/9（月）

第2回技術曹（注） 8/3（月）〜10/9（金）
陸10/29（木）・30（金） 
海11/6（金）又は11/9（月） 
空11/9（月）

防衛大学校/一般 7/1（水）〜10/15（木） 10/31（土） 11/27（金）〜12/2（水）
第2回医科/歯科幹部（注） 7/30（木）〜10/22（木） 11/13（金） ―

第6回2等陸・海・空士 10/13（火）〜10/29（木） 11/7（土）〜9（月） 
予備日11/10（火） 11/14（土）

第3回一般曹候補生（注） 9/15（火）〜11/20（金） 11/28（土）〜30（月） 
予備日12/1（火） 1/9（土）

第7回2等陸・海・空士 11/24（火）〜12/6（日） 12/12（土）〜12/14（月） 
予備日12/15（火） 1/9（土）

高等工科学校/推薦 10/1（木）〜11/27（金） 1/9（土）〜1/11（月） ―
高等工科学校/一般 10/1（木）〜1/14（木） 1/23（土）・ 1/24（日） 2/11（木）〜2/14（日）
第2回奨学生（注） 11/30（月）〜1/29（金） 2/20（土） ―

第8回2等陸・海・空士 1/12（火）〜1/26（火） 1/30（土）〜2/1（月） 
予備日2/2（火） 2/11（木）

注：採用計画数の確保が可能と見込まれる場合は実施しない。

自衛官等採用試験
令和8年度採用試験日程
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